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１ 監査実施年月日及び監査対象 

監査実施年月日 監 査 対 象 

平成 30年 6月 27日 清掃センター，クリーンセンター 

平成 30年 7月 9日 環境政策課，廃棄物対策課，開発整備課 

平成 30年 7月 27日 地域資源活用課，農業委員会事務局 

平成 30年 8月 20日 産業政策課，農林水産課，耕地課 

平成 30年 9月 28日 管財課，契約検査課，選挙管理委員会事務局 

平成 30年 10月 4日 納税課，市民税課，資産税課 

平成 30年 10月 12日 総務課・公平委員会，人事課，監査委員事務局 

平成 30年 10月 22日 都市計画課，市街地整備課，建築指導課 

平成 30年 10月 31日 住宅政策課，教育総務課，教育政策課 

平成 30年 11月 7日 学校教育課，教育指導課，教育支援課 

平成 30年 11月 19日 
消防総務課，消防課，予防課，情報指令課，中央消防署， 

南消防署 

 

２ 監査の内容 

(１) 地方自治法第１９９条第１項及び第４項に基づき，財務に関する事務の執行及び経営に係

る事業の管理が適正かつ効率的に行われているかについて，毎会計年度に１回以上期日を定

めて実施する。 

(２) 地方自治法第１９９条第２項に基づき，事務の執行が法令等に則して適正に行われている

かについて，必要に応じて実施する。 

 

３ 監査の方法 

平成 29 年度と平成 30 年度監査基準日までに執行した事務事業を対象に調書の提出を求め，そ

の調書を基に，関係書類及び関係帳簿類を調査し，関係職員の説明聴取及び現地調査を行った。 

 

４ 監査の主眼 

監査を実施するに当たっては，次の事項を主眼とした。 

(１) 予算の執行について，歳入の確保が適正か，歳出は経済的かつ効果的に執行されている



- 2 - 

 

か。 

(２) 債権管理について，徴収事務及び滞納整理事務等が適正に行われているか。 

(３) 物品の管理状況について，その購入及び維持管理が適正に行われ，かつ，効率的に活用さ

れているか。 

(４) 契約事務について，契約の方法及び手続が公正かつ適正に行われているか，また，契約書

どおりの履行がなされているか。 

(５) 財産の取得，管理及び処分が適正かつ効率的に運用されているか。 

(６) 補助金支出について，鈴鹿市補助金等交付規則及び鈴鹿市補助金等交付要綱等に則して

適正に行われ，その効果を収めているか。 

(７) その他，業務について，計画的，合理的かつ効率的に行われているか。 

 

５ 監査の結果 

予算の執行及び経理については，適正かつ効率的な執行に努められており，概ね良好に処理さ

れているが，厳しい財政状況にあることを十分認識し，更に経済的かつ計画的に行われたい。 

また，所管する事務事業の推進に当たっては，法令等に則して概ね適正に執行されているもの

と認められた。 

なお，注意事項の中で，多くの課に共通して留意を促した方がよいと考える事項については，共

通事項として掲げた。 

各監査対象別の指摘事項（修正・改善を要する事項），所見（検討・努力を要する事項）及び注

意事項は，個別事項として掲げた。 
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 共 通 事 項 

 

１ 文書事務について 

文書事務は，行政運営の基本的な手段であり，また，その文書は，個々の事務の意思形成過程等

を説明する際の根拠となるものであるが，現状では説明責任を十分に果たしているとは言い難い。

職員一人ひとりが，鈴鹿市文書管理規程，鈴鹿市公用文に関する規程及び鈴鹿市事務決裁規程等

に沿って，適正な事務の執行に努められたい。 

２ 収入事務について 

(１) 調定票は，適正な公金の取扱いを担保する上で，厳格な管理が必要であり，また，不正防止

及び収入事務の適正化の観点から，その使用に当たっては，十分注意して取り扱うとともに，

適正に保管されるよう留意されたい。 

(２) 前年度の収入未済は，調定の繰越し等を確実に管理するとともに，早期の収納に努められ

たい。 

３ 契約事務について 

(１) 鈴鹿市契約規則及び鈴鹿市物品調達等に係る手続きマニュアル等に沿って，公正性，透明

性を確保するとともに，適正な執行に努められたい。 

(２) 随意契約を行うに当たっては，コスト意識を持って価格を精査するとともに，随意契約の

理由を起案文書へ明確に記載し，説明責任を果たされたい。 

(３) 鈴鹿市契約規則に基づき，監督検査命令書を交付されたい。 

(４) 契約に定める書類については，確実に徴し，適正な事務処理に留意されたい。 

４ 負担金について 

加入する団体への負担金については，加入の必要性及び負担額の妥当性を明確にし，説明責任

を果たされたい。 

５ 補助金等交付事務について 

(１) 地方自治法に基づく各種団体等への補助金等交付については，鈴鹿市補助金等交付基準に

沿って補助金の必要性を精査されたい。また，鈴鹿市補助金等交付規則及び鈴鹿市補助金等

交付要綱に沿って要領等を整備する場合には，十分整合性を図り，適正な事務処理に努めら

れたい。 

(２) 補助金等交付対象事業については，実績報告書を精査し，当該補助金等の使途が適正か否

かの判断根拠を明記し，説明責任を果たされたい。 
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 個 別 事 項 

 

  総務部 

【総務課】 

１ 指摘事項 なし 

２ 所  見  

(１) 規則，要綱及び要領等に関し，不適切な取扱いを行っている所属が散見される。法制 

執務担当課として適切に指導されたい。 

(２) 文書管理については，公文書作成ハンドブックの配付や階層別の研修を行うなど取組 

は評価できるものの，全庁的なレベルアップには至っていない。今後も適切に指導された

い。 

３ 注意事項 

(１) 次の事項が見受けられるので，留意されたい。 

ア 収受文書において 

(ア) 収受印がない。 

イ 決裁文書において 

(ア) 訂正方法が適正でない。 

ウ 文書整理において 

(ア) 編綴誤りがある。 

エ 調定票において 

(ア) 記載不備がある。 

オ 物品の管理において 

(ア) 購入方法に不備がある。 

カ 契約において 

(ア) 随意契約の根拠を明記していない。 

(イ) 契約書の内容に記載不備がある。 

(ウ) 契約者欄の表記が適正でない。 

(エ) 契約書記載の必要書類の提出がない。 

(オ) 実績報告書に不備がある。 

(カ) 業務完了報告内容の可否について判断していない。 

 

【人事課】 

１ 指摘事項 なし 

２ 所  見  

(１) 時間外勤務の削減については，各種の取組をされているが，十分とは言えないので一層

の削減に努められたい。 

３ 注意事項 

(１) 次の事項が見受けられるので，留意されたい。 
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ア 収受文書において 

(ア) 収受印がない。 

イ 決裁文書において 

(ア) 決裁方式が適正でない。 

(イ) 回議書に不備がある。 

(ウ) 回議書に記載不備がある。 

(エ) 追記方法に不備がある。 

(オ) 訂正方法が適正でない。 

(カ) 添付書類に不備がある。 

(キ) 押印漏れがある。 

(ク) 事務決裁規程に基づく適正な処理をしていない。 

ウ 文書整理において 

(ア) 文書登録をしていない。 

(イ) 編綴誤りがある。 

(ウ) 不要な文書が綴ってある。 

エ 出張命令簿において 

(ア) 記載不備がある。 

オ 調定票において 

(ア) 決裁権者の押印誤りがある。 

カ 支出負担行為伺において 

(ア) 記載不備がある。 

キ 物品の管理において 

(ア) 購入方法に不備がある。 

ク 契約において 

(ア) 随意契約の根拠を明記していない。 

(イ) 関係書類の決裁漏れがある。 

 

【管財課】 

１ 指摘事項 

(１) 普通財産の貸付けについては，市有財産規則に定める手続きにより適正な事務処理を

されたい。 

(２) 添付されるべき文書がないなど契約書に不備が多いので改善されたい。 

  ２ 所  見 

   (１) 統一的な基準による地方公会計の整備に当たっては，関係課との十分な連携を図られ

たい。 

３ 注意事項 

(１) 次の事項が見受けられるので，留意されたい。 

ア 収受文書において 
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(ア) 収受印がない。 

(イ) 収受番号の記載がない。 

イ 決裁文書において 

(ア) 決裁方式が適正でない。 

(イ) 回議書に不備がある。 

(ウ) 回議書に記載不備がある。 

(エ) 添付書類に不備がある。 

ウ 文書整理において 

(ア) 簿冊を作成していない。 

(イ) 件名目録がない。 

(ウ) 文書登録をしていない。 

(エ) 編綴誤りがある。 

(オ) 保管年度の移行処理をしていない。 

エ 出張命令簿において 

(ア) 追記方法に不備がある。 

(イ) 旅費の精算払いが遅れている。 

オ 臨時職員等関係書において 

(ア) 押印漏れがある。 

カ 郵便切手類受払簿において 

(ア) 記載不備がある。 

キ 支出負担行為伺において 

(ア) 記載不備がある。 

ク 契約において 

(ア) 随意契約の根拠を明記していない。 

(イ) 訂正方法が適正でない。 

(ウ) 契約書の内容に記載不備がある。 

(エ) 関係書類に不備がある。 

(オ) 必要書類の送付漏れがある。 

 

【契約検査課】 

１ 指摘事項 なし 

２ 所  見 

(１) 契約事務に関し，不適切な取扱いを行っている所属が散見されるので，指導方法を検討

されたい。 

３ 注意事項 

(１) 次の事項が見受けられるので，留意されたい。 

ア 決裁文書において 

(ア) 回議書に記載不備がある。 
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(イ) 添付書類に不備がある。 

イ 文書整理において 

(ア) 編綴誤りがある。 

ウ 出張命令簿において 

(ア) 保管方法に不備がある。 

エ 臨時職員等関係書において 

(ア) 記載不備がある。 

オ 調定票において 

(ア) 押印漏れがある。 

 

【納税課】 

１ 指摘事項 なし 

２ 所  見 

 (１) 国民健康保険料に変更したことによって市民に不便が生じないよう，保険年金課との

連携に留意されたい。 

３ 注意事項 

(１) 次の事項が見受けられるので，留意されたい。 

ア 収受文書において 

(ア) 収受印がない。 

イ 決裁文書において 

(ア) 回議書に記載不備がある。 

ウ 文書整理において 

(ア) 所定の背表紙で製本していない。 

(イ) 編綴誤りがある。 

エ 出張命令簿において 

(ア) 追記方法に不備がある。 

オ 支出負担行為伺において 

(ア) 記載不備がある。 

(イ) 決裁権者の押印誤りがある。 

カ 物品の管理において 

(ア) 購入方法に不備がある。 

 

【市民税課】 

１ 指摘事項 

 (１) 平成 29 年度の臨時職員の賃金において，未支給が見受けられる。随時，確認を行い，

適正な事務処理をされたい。 

２ 所  見 なし 

３ 注意事項 
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(１) 次の事項が見受けられるので，留意されたい。 

ア 収受文書において 

(ア) 収受番号の記載がない。 

イ 決裁文書において 

(ア) 回議書に記載不備がある。 

(イ) 追記方法に不備がある。 

(ウ) 添付書類に不備がある。 

ウ 文書整理において 

(ア) 編綴誤りがある。 

(イ) 保管年度の移行処理をしていない。 

エ 臨時職員等関係書において 

(ア) 記載不備がある。 

(イ) 訂正方法が適正でない。 

オ 郵便切手類受払簿において 

(ア) 記載不備がある。 

(イ) 訂正方法が適正でない。 

(ウ) 供覧をしていない。 

カ 調定票において 

(ア) 押印漏れがある。 

キ 支出負担行為伺において 

(ア) 添付書類に不備がある。 

ク 金銭出納簿において 

(ア) 記載不備がある。 

ケ 物品の管理において 

(ア) 購入方法に不備がある。 

コ 契約において 

(ア) 契約書記載の必要書類の提出がない。 

 

【資産税課】 

１ 指摘事項 

 (１) 平成 30年度固定資産税・都市計画税に課税誤りが見られるので，今後は確認作業を徹

底されたい。 

２ 所  見 なし 

３ 注意事項 

(１) 次の事項が見受けられるので，留意されたい。 

ア 収受文書において 

(ア) 収受印がない。 

(イ) 収受番号の記載がない。 
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(ウ) 決裁漏れがある。 

イ 決裁文書において 

(ア) 決裁方式が適正でない。 

(イ) 回議書に記載不備がある。 

(ウ) 押印漏れがある。 

ウ 文書整理において 

(ア) 編綴誤りがある。 

エ 臨時職員等関係書において 

(ア) 記載不備がある。 

オ 調定票において 

(ア) 記載不備がある。 

(イ) 誤記分の管理が適正でない。 

カ 支出負担行為伺において 

(ア) 記載不備がある。 

 

 

環境部 

【環境政策課】 

１ 指摘事項 

 (１) 斎苑業務における時間外勤務については，以前にも指摘しているところであるが，削 

減傾向が見られないので一層の改善を図られたい。 

２ 所  見 

 (１) 環境マネジメントシステムＳｕｚｕｋａ－ＥＭＳについては，形骸化させることのな

いよう今後も検証と改善に取り組まれたい。 

３ 注意事項 

(１) 次の事項が見受けられるので，留意されたい。 

ア 決裁文書において 

(ア) 回議書に記載不備がある。 

(イ) 訂正方法が適正でない。 

(ウ) 添付書類に不備がある。 

イ 文書整理において 

(ア) 文書登録をしていない。 

(イ) 編綴誤りがある。 

ウ 出張命令簿において 

(ア) 追記方法に不備がある。 

エ 臨時職員等関係書において 

(ア) 記載不備がある。 

オ 受払簿において 
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(ア) 記載不備がある。 

カ 調定票において 

(ア) 誤記分の管理が適正でない。 

キ 金銭出納簿において 

(ア) 押印漏れがある。 

ク 契約において 

(ア) 随意契約の根拠を明記していない。 

(イ) 契約書の内容に記載不備がある。 

(ウ) 契約者欄の表記が適正でない。 

(エ) 関係書類に不備がある。 

(オ) 契約書記載の必要書類の提出がない。 

(カ) 保管期間が適正でない。 

ケ 助成金において 

(ア) 適正な手続をしていない。 

 

【廃棄物対策課】 

１ 指摘事項 なし 

２ 所  見 

 (１) 粗大ごみ受付業務委託については，平成 12年度から随意契約による同一法人への発注

となっているが，他法人の参入が見込めない特殊な業務とまでは言えないので，競争入札

の手法を検討されたい。 

(２) 資源ごみ回収活動奨励金については，各種団体での資源ごみ回収活動が定着してきて

いるので，引き続き奨励金制度の必要性を検討されたい。 

３ 注意事項 

(１) 次の事項が見受けられるので，留意されたい。 

ア 収受文書において 

(ア) 収受印がない。 

(イ) 収受番号の記載がない。 

イ 決裁文書において 

(ア) 決裁方式が適正でない。 

(イ) 回議書に記載不備がある。 

(ウ) 追記方法に不備がある。 

(エ) 不要なカラー印刷をしている。 

(オ) 事務決裁規程に基づく適正な処理をしていない。 

ウ 文書整理において 

(ア) 簿冊の文書名称等が異なる。 

(イ) 件名目録がない。 

(ウ) 件名目録に記載不備がある。 
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(エ) 文書登録をしていない。 

(オ) 編綴誤りがある。 

(カ) 不要な文書の廃案処理をしていない。 

(キ) 不要な文書が綴ってある。 

(ク) 保管年度の移行処理をしていない。 

エ 受払簿において 

(ア) 記載不備がある。 

オ 調定票において 

(ア) 記載不備がある。 

(イ) 押印漏れがある。 

(ウ) 追記方法に不備がある。 

(エ) 連番での管理に不備がある。 

カ 支払事務において 

(ア) 精算処理に遅延がある。 

キ 支出負担行為伺において 

 (ア) 随意契約の理由を記載していない。 

(イ) 記載不備がある。 

ク 物品の管理において 

(ア) 備品台帳に記載不備がある。 

ケ 契約において 

(ア) 必要書類の送付漏れがある。 

(イ) 契約書記載の必要書類の提出がない。 

コ 負担金において 

(ア) 決裁漏れがある。 

 

【開発整備課】 

１ 指摘事項 

(１) 不燃物リサイクルセンター周辺地域監視パトロール等委託については，仕様書に詳細

な内容が示されず，実施後の報告書様式にも不備が多いので改善を図られたい。 

(２) 30 万円未満の工事施行伺等の一連の様式は，建設工事執行規則，契約規則及び文書管

理規程との整合を図られたい。（清掃センター，クリーンセンター共通） 

２ 所  見 

(１) 御薗町大坂舗装工事については，工事途中での道路舗装工事費と河川改良工事費の内

訳が大きく変わっている。今後は設計段階から関係課との綿密な調整を図られたい。 

３ 注意事項 

(１) 次の事項が見受けられるので，留意されたい。 

ア 決裁文書において 

(ア) 回議書に記載不備がある。 



- 12 - 

イ 文書整理において 

(ア) 件名目録がない。 

(イ) 編綴誤りがある。 

ウ 出張命令簿において 

(ア) 追記方法に不備がある。 

エ 支出負担行為伺において 

(ア) 記載不備がある。 

 

【清掃センター】 

１ 指摘事項 

 (１) 清掃センター対策委員会パトロール等委託については，これまでにも所見で述べてい

るが，関係書類に不備が見受けられるので改善されたい。 

 (２) 平成 29年度の旅費において，未支給が見受けられる。随時，確認を行い，適正な事務

処理をされたい。 

 (３) 30 万円未満の工事施行伺等の一連の様式は，建設工事執行規則，契約規則及び文書管

理規程との整合を図られたい。（開発整備課，クリーンセンター共通） 

２ 所  見 なし 

３ 注意事項 

(１) 次の事項が見受けられるので，留意されたい。 

ア 決裁文書において 

(ア) 回議書に記載不備がある。 

(イ) 追記方法に不備がある。 

イ 文書施行において 

(ア) 施行者に不備がある。 

ウ 文書整理において 

(ア) 編綴誤りがある。 

エ 調定票において 

(ア) 押印漏れがある。 

オ 契約において 

(ア) 関係書類に記載不備がある。 

 

【クリーンセンター】 

１ 指摘事項 

 (１) 契約事務において，契約書の一部が欠落しているので，複数の職員で確認するなどし 

て慎重を期されたい。 

(２) 30 万円未満の工事施行伺等の一連の様式は，建設工事執行規則，契約規則及び文書管

理規程との整合を図られたい。（開発整備課，清掃センター共通） 

２ 所  見 なし 
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３ 注意事項 

(１) 次の事項が見受けられるので，留意されたい。 

ア 決裁文書において 

(ア) 所定の様式で供覧していない。 

(イ) 回議書に記載不備がある。 

(ウ) 訂正方法が適正でない。 

(エ) 添付書類に不備がある。 

イ 文書施行において 

(ア) 施行者に不備がある。 

ウ 文書整理において 

(ア) 件名目録がない。 

エ 出張命令簿において 

(ア) 訂正方法が適正でない。 

オ 支出負担行為伺において 

(ア) 記載不備がある。 

カ 契約において 

(ア) 決裁漏れがある。 

(イ) 関係書類に不備がある。 

 

 

産業振興部 

【産業政策課】 

１ 指摘事項 

 (１) 企業訪問に関する文書が作成されていないので，今後は改善されたい。 

 (２) 平成 29年度の旅費において，未支給が見受けられる。随時，確認を行い，適正な事務

処理をされたい。 

２ 所  見 

(１) 平成 28年に鈴鹿市水素社会ロードマップを策定し，水素ステーションを設置したとこ

ろであるが，同施設の一層の活用を検討されたい。 

３ 注意事項 

(１) 次の事項が見受けられるので，留意されたい。 

ア 収受文書において 

(ア) 収受印がない。 

(イ) 収受番号の記載がない。 

イ 決裁文書において 

(ア) 所定の様式で起案していない。 

(イ) 決裁方式が適正でない。 

(ウ) 回議書に記載不備がある。 
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(エ) 訂正方法が適正でない。 

(オ) 添付書類に不備がある。 

(カ) 不要なカラー印刷をしている。 

(キ) 事務決裁規程に基づく適正な処理をしていない。 

ウ 文書整理において 

(ア) 編綴誤りがある。 

エ 出張命令簿において 

(ア) 追記方法に不備がある。 

オ 郵便切手類受払簿において 

(ア) 記載不備がある。 

カ 支出負担行為伺において 

(ア) 随意契約の理由を記載していない。 

(イ) 記載不備がある。 

(ウ) 添付書類に不備がある。 

キ 物品の管理において 

(ア) 購入方法に不備がある。 

ク 契約において 

(ア) 随意契約の根拠を明記していない。 

(イ) 契約書の内容に不備がある。 

(ウ) 契約書記載の必要書類の提出がない。 

ケ 負担金において 

(ア) 添付書類に不備がある。 

コ 補助金において 

(ア) 所定の様式を使用していない。 

(イ) 適正な交付事務をしていない。 

(ウ) 添付書類に不備がある。 

サ 団体等に関する事務において 

(ア) 書類管理が適正でない。 

 

【地域資源活用課】 

１ 指摘事項 

 (１) モータースポーツフェスティバル開催業務委託については，意思決定に関する文書が

作成されていないので，今後は改善されたい。 

 (２) 備品の貸付けについては，市有財産規則及び物品管理規則に定める手続きにより適正

に行われたい。 

２ 所  見 なし 

３ 注意事項 

(１) 次の事項が見受けられるので，留意されたい。 
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ア 収受文書において 

(ア) 収受印がない。 

(イ) 収受番号の記載がない。 

イ 決裁文書において 

(ア) 決裁方式が適正でない。 

(イ) 回議書に記載不備がある。 

(ウ) 追記方法に不備がある。 

(エ) 訂正方法が適正でない。 

(オ) 不要なカラー印刷をしている。 

ウ 文書施行において 

(ア) 施行者に不備がある。 

エ 文書整理において 

(ア) 件名目録がない。 

(イ) 文書登録をしていない。 

(ウ) 編綴誤りがある。 

(エ) 不要な文書の廃案処理をしていない。 

オ 出張命令簿において 

(ア) 記載不備がある。 

(イ) 追記方法に不備がある。 

(ウ) 訂正方法が適正でない。 

カ 調定票において 

(ア) 押印漏れがある。 

キ 支払事務において 

(ア) 精算処理に遅延がある。 

ク 支出負担行為伺において 

(ア) 記載不備がある。 

(イ) 印影が不鮮明である。 

ケ 契約において 

(ア) 随意契約の根拠を明記していない。 

(イ) 契約書の内容に不備がある。 

(ウ) 関係書類に不備がある。 

(エ) 業務完了報告内容の可否について判断していない。 

コ 補助金において 

(ア) 交付要領に記載不備がある。 

(イ) 所定の様式を使用していない。 

(ウ) 適正な交付事務をしていない。 
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【農林水産課】 

１ 指摘事項 

(１) 漁港流入塵芥清掃業務委託については，業務の履行が十分確認できる報告文書を提出

させるよう改善されたい。 

 (２) 有害鳥獣駆除業務委託については，変更契約によって単価の改定を行うべきである。 

適正な事務処理をされたい。 

 (３) 平成 30 年度の臨時職員の賃金において，未支給が見受けられる。随時，確認を行い，

適正な事務処理をされたい。 

２ 所  見 

 (１) 補助金交付要綱の 52種類の補助事業については，効果や有効性を検証し，必要に応じ

て整理されたい。 

３ 注意事項 

(１) 次の事項が見受けられるので，留意されたい。 

ア 収受文書において 

(ア) 収受印がない。 

(イ) 収受番号の記載がない。 

イ 決裁文書において 

(ア) 回議書に記載不備がある。 

(イ) 追記方法に不備がある。 

(ウ) 処理日が適正でない。 

ウ 文書施行において 

(ア) 施行者に不備がある。 

エ 文書整理において 

(ア) 件名目録がない。 

オ 出張命令簿において 

(ア) 記載不備がある。 

カ 臨時職員等関係書において 

(ア) 記載不備がある。 

キ 郵便切手類受払簿において 

(ア) 記載不備がある。 

(イ) 供覧をしていない。 

ク 調定票において 

(ア) 記載不備がある。 

ケ 物品の管理において 

(ア) 保管場所が備品台帳と異なる。 

コ 契約において 

(ア) 契約書の内容に不備がある。 

(イ) 関係書類に不備がある。 
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(ウ) 実績報告書に記載不備がある。 

サ 補助金において 

(ア) 所定の様式を使用していない。 

(イ) 適正な手続をしていない。 

(ウ) 適正な交付事務をしていない。 

(エ) 添付書類に不備がある。 

(オ) 訂正方法が適正でない。 

(カ) 事業報告書の受理に遅延がある。 

シ 団体等に関する事務において 

(ア) 経理事務が適正でない。 

 

【耕地課】 

１ 指摘事項 なし 

２ 所  見 なし 

３ 注意事項 

(１) 次の事項が見受けられるので，留意されたい。 

ア 決裁文書において 

(ア) 回議書に記載不備がある。 

(イ) 添付書類に不備がある。 

イ 文書整理において 

(ア) 件名目録がない。 

ウ 出張命令簿において 

(ア) 記載不備がある。 

エ 臨時職員等関係書において 

(ア) 記載不備がある。 

オ 物品の管理において 

(ア) 備品台帳に記載不備がある。 

カ 契約において 

(ア) 関係書類に記載不備がある。 

 

 

都市整備部 

【都市計画課】 

１ 指摘事項 なし 

２ 所  見 なし 

３ 注意事項  

(１) 次の事項が見受けられるので，留意されたい。 

ア 収受文書において 
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(ア) 収受印がない。 

(イ) 収受番号の記載がない。 

イ 決裁文書において 

(ア) 決裁方式が適正でない。 

(イ) 回議書に記載不備がある。 

(ウ) 回議書に不備がある。 

(エ) 添付書類に不備がある。 

(オ) 不要なカラー印刷をしている。 

ウ 文書施行において 

(ア) 施行者に不備がある。 

エ 文書整理において 

(ア) 編綴誤りがある。 

(イ) 不要な文書が綴ってある。 

オ 出張命令簿において 

(ア) 押印漏れがある。 

(イ) 旅費の精算払いが遅れている。 

(ウ) 保管方法に不備がある。 

カ 臨時職員等関係書において 

(ア) 記載不備がある。 

キ 受払簿において 

(ア) 記載不備がある。 

(イ) 残数確認をしていない。 

ク 調定票において 

(ア) 記載不備がある。 

ケ 支出負担行為伺において 

(ア) 記載不備がある。 

コ 契約において 

(ア) 随意契約の根拠を明記していない。 

(イ) 関係書類に記載不備がある。 

(ウ) 業務完了報告内容の可否について判断していない。 

サ 補助金において 

(ア) 事業完了後の報告内容の可否判断について明記していない。 

 

【市街地整備課】 

１ 指摘事項 

 (１) 備品管理について，定期的に備品台帳と備品との確認を行うなど，適正な備品管理を行

うよう改善されたい。 

２ 所  見 
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 (１) 公園の維持管理については，効率的な管理運営に向けて総合的な改善策を検討された

い。 

３ 注意事項 

(１) 次の事項が見受けられるので，留意されたい。 

ア 収受文書において 

(ア) 収受印がない。 

イ 決裁文書において 

(ア) 決裁方式が適正でない。 

(イ) 回議書に記載不備がある。 

ウ 文書施行において 

(ア) 施行者に不備がある。 

エ 文書整理において 

(ア) 所定の背表紙で製本していない。 

(イ) 件名目録がない。 

(ウ) 件名目録に記載不備がある。 

(エ) 編綴誤りがある。 

オ 臨時職員等関係書において 

(ア) 記載不備がある。 

カ 調定票において 

(ア) 記載不備がある。 

(イ) 訂正方法に不備がある。 

キ 契約において 

(ア) 契約書の内容に不備がある。 

(イ) 契約書の内容に記載不備がある。 

ク 指定管理者制度において 

(ア) 月次報告の決裁漏れがある。 

 

【建築指導課】 

１ 指摘事項 

 (１) 建築行為等に係る道路後退用地等整備推進事業については，関係する要綱及び要領に

不備があるため修正されたい。 

 (２) 道路後退用地整備工事については，分割発注の必要性について説明責任が果たされて

いない。今後は改善されたい。 

２ 所  見 なし 

３ 注意事項 

(１) 次の事項が見受けられるので，留意されたい。 

ア 収受文書において 

(ア) 収受印がない。 
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(イ) 収受番号の記載がない。 

イ 決裁文書において 

(ア) 回議書に記載不備がある。 

(イ) 追記方法に不備がある。 

(ウ) 訂正方法が適正でない。 

(エ) 添付書類に不備がある。 

(オ) 不要なカラー印刷をしている。 

(カ) 押印漏れがある。 

ウ 文書整理において 

(ア) 件名目録に記載不備がある。 

(イ) 編綴誤りがある。 

エ 出張命令簿において 

(ア) 記載不備がある。 

(イ) 旅費の精算払いが遅れている。 

オ 郵便切手類受払簿において 

(ア) 記載不備がある。 

カ 調定票において 

(ア) 押印漏れがある。 

キ 契約において 

(ア) 関係書類に記載不備がある。 

ク 負担金において 

(ア) 決裁漏れがある。 

 

【住宅政策課】 

１ 指摘事項 

 (１) 市営住宅管理業務における通訳業務委託については，実態に即した契約内容に修正さ

れたい。 

 (２) 移住パンフレット作成業務委託については，意思決定に関する文書が作成されていな

い。今後は改善されたい。 

２ 所  見 なし 

３ 注意事項 

(１) 次の事項が見受けられるので，留意されたい。 

ア 収受文書において 

(ア) 収受印がない。 

(イ) 収受番号の記載がない。 

イ 決裁文書において 

(ア) 回議書に記載不備がある。 

(イ) 追記方法に不備がある。 
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(ウ) 添付書類に不備がある。 

(エ) 不要なカラー印刷をしている。 

ウ 文書整理において 

(ア) 所定の背表紙で製本していない。 

エ 出張命令簿において 

(ア) 記載不備がある。 

(イ) 追記方法に不備がある。 

オ 郵便切手類受払簿において 

(ア) 記載不備がある。 

カ 収入未済において 

(ア) 調定の繰越しをしていない。 

キ 支出負担行為伺において 

(ア) 記載不備がある。 

(イ) 添付書類に不備がある。 

ク 契約において 

(ア) 関係書類に不備がある。 

 

 

教育委員会 

【教育総務課】 

１ 指摘事項 

 (１) 給食については，給食協会と教育委員会事務局の事務分掌が不明瞭である。特に，給食

費に関する規定が明確になっていない。早急に整備されたい。 

 (２) 契約書の作成に不備が見受けられるので，確認体制を見直すとともに，教育委員会への

事務委任に関する規則に則り適正な事務処理をされたい。 

２ 所  見 なし 

３ 注意事項 

(１) 次の事項が見受けられるので，留意されたい。 

ア 収受文書において 

(ア) 収受印がない。 

(イ) 収受番号の記載がない。 

イ 決裁文書において 

(ア) 回議書に記載不備がある。 

(イ) 追記方法に不備がある。 

(ウ) 不要なカラー印刷をしている。 

(エ) 押印漏れがある。 

ウ 文書整理において 

(ア) 所定の背表紙で製本していない。 
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(イ) 簿冊の文書名称等が異なる。 

(ウ) 簿冊の文書名称等の記載がない。 

(エ) 件名目録がない。 

(オ) 件名目録に記載不備がある。 

(カ) 文書登録をしていない。 

(キ) 編綴誤りがある。 

(ク) 不要な文書が綴ってある。 

エ 出張命令簿において 

(ア) 記載不備がある。 

(イ) 追記方法に不備がある。 

(ウ) 押印漏れがある。 

(エ) 旅費の精算払いが遅れている。 

(オ) 保管方法に不備がある。 

オ 臨時職員等関係書において 

(ア) 記載不備がある。 

(イ) 訂正方法が適正でない。 

(ウ) 押印漏れがある。 

カ 調定票において 

(ア) 押印漏れがある。 

(イ) 誤記分の管理が適正でない。 

キ 収入未済において 

(ア) 調定の繰越しをしていない。 

ク 支出負担行為伺において 

(ア) 随意契約の理由を記載していない。 

(イ) 記載不備がある。 

ケ 金銭出納簿において 

(ア) 押印漏れがある。 

コ 物品の管理において 

(ア) 保管場所が備品台帳と異なる。 

サ 契約において 

(ア) 決裁漏れがある。 

(イ) 随意契約の根拠を明記していない。 

(ウ) 契約内容を精査していない。 

(エ) 契約書の訂正方法が適正でない。 

(オ) 契約書の内容に不備がある。 

(カ) 契約書の内容に記載不備がある。 

(キ) 契約者欄の表記が適正でない。 

(ク) 請書の内容に記載不備がある。 
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(ケ) 関係書類に不備がある。 

(コ) 関係書類に記載不備がある。 

(サ) 関係書類に押印漏れがある。 

(シ) 契約書記載の必要書類の提出がない。 

(ス) 実績報告書に不備がある。 

(セ) 実績報告書に記載不備がある。 

(ソ) 業務完了報告内容の可否について判断していない。 

(タ) 保管期間が適正でない。 

シ 補助金において 

(ア) 事業報告書に記載不備がある。 

ス 団体等に関する事務において 

(ア) 書類管理が適正でない。 

(イ) 経理事務が適正でない。 

 

【教育政策課】 

１ 指摘事項 なし 

２ 所  見 

(１) 委託料については，執行予算残高が多い。委託する業務内容を十分精査し予算を計上さ

れたい。 

 (２) 教育情報化推進事業については，関係課との連携に努められたい。（教育指導課共通） 

３ 注意事項 

(１) 次の事項が見受けられるので，留意されたい。 

ア 収受文書において 

(ア) 収受印がない。 

(イ) 収受番号の記載がない。 

イ 決裁文書において 

(ア) 回議書に記載不備がある。 

(イ) 押印漏れがある。 

ウ 文書整理において 

(ア) 編綴誤りがある。 

エ 出張命令簿において 

(ア) 記載不備がある。 

オ 支出負担行為伺において 

(ア) 記載不備がある。 

カ 契約において 

(ア) 契約書記載の必要書類の提出がない。 
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【学校教育課】 

１ 指摘事項 

(１) 平成 29年度の臨時職員の通勤費において，未支給が見受けられる。随時，確認を行い，

適正な事務処理をされたい。 

 (２) 備品の貸付けについては，市有財産規則及び物品管理規則に定める手続きにより適正

に行われたい。 

２ 所  見 

 (１) 就学援助費の受領委任については，小学校及び中学校の児童及び生徒の就学に要する

費用の援助に関する要綱第６条ただし書きの規定に基づき，申請者の意思によって選択

出来るよう申請書の様式等を見直されたい。 

３ 注意事項 

(１) 次の事項が見受けられるので，留意されたい。 

ア 収受文書において 

(ア) 収受印がない。 

(イ) 収受番号の記載がない。 

(ウ) 決裁漏れがある。 

イ 決裁文書において 

(ア) 回議書に記載不備がある。 

ウ 文書施行において 

(ア) 施行者に不備がある。 

エ 文書整理において 

(ア) 編綴誤りがある。 

オ 臨時職員等関係書において 

(ア) 雇用通知書と実態が異なる。 

(イ) 記載不備がある。 

(ウ) 添付書類に不備がある。 

カ 契約において 

  (ア) 契約書の内容に記載不備がある。 

(イ) 関係書類の決裁漏れがある。 

(ウ) 関係書類に不備がある。 

(エ) 関係書類に記載不備がある。 

キ 負担金において 

(ア) 決裁漏れがある。 

ク 補助金において 

(ア) 添付書類に不備がある。 

 

【教育指導課】 

１ 指摘事項 なし 
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２ 所  見 

 (１) 教育情報化推進事業については，関係課との連携に努められたい。（教育政策課共通） 

 (２) 小・中学校音楽会のバス借上げ業務委託については，入札の不調や中止が多いことから

様々な手法を検討されたい。 

３ 注意事項 

(１) 次の事項が見受けられるので，留意されたい。 

ア 収受文書において 

(ア) 収受印がない。 

イ 決裁文書において 

(ア) 事務決裁規程に基づく適正な処理をしていない。 

ウ 調定票において 

(ア) 押印漏れがある。 

エ 物品の管理において 

(ア) 経済的購入をしていない。 

(イ) 備品台帳と整合がとれていない。 

オ 契約において 

(ア) 決裁漏れがある。 

(イ) 契約内容を精査していない。 

 

【教育支援課】 

１ 指摘事項 なし 

２ 所  見 

 (１) 賃金・謝礼等の単価設定については，関係課とも協議の上，適正な基準について検討 

されたい。 

３ 注意事項 

(１) 次の事項が見受けられるので，留意されたい。 

ア 収受文書において 

(ア) 収受番号の記載がない。 

イ 決裁文書において 

(ア) 回議書に記載不備がある。 

(イ) 添付書類に不備がある。 

(ウ) 不要なカラー印刷をしている。 

ウ 公印管理において 

(ア) 使用区分が適正でない。 

エ 文書整理において 

(ア) 文書登録をしていない。 

(イ) 編綴誤りがある。 

オ 出張命令簿において 
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(ア) 追記方法に不備がある。 

(イ) 押印漏れがある。 

カ 臨時職員等関係書において 

(ア) 記載不備がある。 

(イ) 押印漏れがある。 

キ 調定票において 

(ア) 決裁権者の押印誤りがある。 

(イ) 押印漏れがある。 

ク 支出負担行為伺において 

(ア) 随意契約の理由を記載していない。 

(イ) 記載不備がある。 

ケ 物品の管理において 

(ア) 備品台帳に記載不備がある。 

コ 補助金において 

(ア) 適正な交付事務をしていない。 

(イ) 事業報告書に記載不備がある。 

 

 

消防 

【消防総務課】 

１ 指摘事項 

 (１) 合川分団車庫待機所整備事業については，ＢＬＴ方式（建設-リース-譲渡）を採用する

に至る意思決定に関する文書が作成されていない。また，関係課との事前協議も十分でな

い。今後は改善されたい。 

 (２) 契約保証金については，契約規則に定める手続きにより，適正に行われたい。 

２ 所  見 

 (１) 消防本部庁舎棟の免震オイルダンパー問題については，追加事象が発表されるなど一

層混迷を深める様相であり，関係機関とも連携の上，早期の対応に努められたい。 

３ 注意事項 

(１) 次の事項が見受けられるので，留意されたい。 

ア 決裁文書において 

(ア) 回議書に記載不備がある。 

(イ) 追記方法に不備がある。 

(ウ) 事務決裁規程に基づく適正な処理をしていない。 

イ 文書整理において 

(ア) 件名目録がない。 

(イ) 編綴誤りがある。 

ウ 出張命令簿において 
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(ア) 記載不備がある。 

(イ) 押印漏れがある。 

エ 臨時職員等関係書において 

(ア) 雇用通知書と実態が異なる。 

(イ) 記載不備がある。 

(ウ) 押印漏れがある。 

オ 調定票において 

(ア) 押印漏れがある。 

カ 契約において 

(ア) 決裁漏れがある。 

(イ) 随意契約の根拠を明記していない。 

(ウ) 契約書の内容に不備がある。 

(エ) 関係書類に記載不備がある。 

(オ) 関係書類の決裁漏れがある。 

(カ) 必要書類の送付漏れがある。 

(キ) 契約書記載の必要書類の提出がない。 

(ク) 保管期間が適正でない。 

 

【消防課】 

１ 指摘事項 なし 

２ 所  見 なし 

３ 注意事項 

(１) 次の事項が見受けられるので，留意されたい。 

ア 収受文書において 

(ア) 収受印がない。 

イ 決裁文書において 

(ア) 回議書に記載不備がある。 

ウ 物品の管理において 

(ア) 備品番号シールを貼付していない。 

エ 契約において 

(ア) 随意契約の根拠を明記していない。 

 

【予防課】 

１ 指摘事項 

(１) 備品管理について，物品管理規則による手続きを経ず，廃棄されている物が見受けられ

る。定期的に備品台帳と備品との確認を行うなど，適正な物品管理を行うよう改善された

い。 

２ 所  見 なし 
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３ 注意事項 

(１) 次の事項が見受けられるので，留意されたい。 

ア 収入事務において 

(ア) 記載不備がある。 

 

【情報指令課】 

１ 指摘事項 なし 

２ 所  見 なし 

３ 注意事項 

(１) 次の事項が見受けられるので，留意されたい。 

ア 物品の管理において 

(ア) 備品番号シールを貼付していない。 

 

【中央消防署】 

１ 指摘事項 なし 

２ 所  見 なし 

３ 注意事項 

(１) 次の事項が見受けられるので，留意されたい。 

ア 収受文書において 

(ア) 収受印がない。 

イ 物品の管理において 

(ア) 備品番号シールを貼付していない。 

 

【南消防署】 

１ 指摘事項 なし 

２ 所  見 なし 

３ 注意事項 なし 

 

 

公平委員会 

１ 指摘事項 なし 

２ 所  見 なし 

３ 注意事項  

(１) 次の事項が見受けられるので，留意されたい。 

ア 決裁文書において 

(ア) 回議書に記載不備がある。 
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選挙管理委員会事務局 

１ 指摘事項 なし 

２ 所  見 

 (１) 市立体育館の改修工事に伴う開票所の変更については，遺漏のないよう入念に準備さ

れたい。 

３ 注意事項  

(１) 次の事項が見受けられるので，留意されたい。 

ア 収受文書において 

(ア) 収受印がない。 

(イ) 収受番号の記載がない。 

イ 決裁文書において 

(ア) 回議書に記載不備がある。 

(イ) 回議書に不備がある。 

(ウ) 添付書類に不備がある。 

ウ 文書整理において 

(ア) 所定の背表紙で製本していない。 

(イ) 件名目録がない。 

(ウ) 編綴誤りがある。 

エ 郵便切手類受払簿において 

(ア) 記載不備がある。 

オ 支出負担行為伺において 

(ア) 記載不備がある。 

カ 契約において 

(ア) 決裁漏れがある。 

(イ) 随意契約の根拠を明記していない。 

(ウ) 業務完了報告内容の可否について判断していない。 

 

 

監査委員事務局 

１ 指摘事項 なし 

２ 所  見 なし 

３ 注意事項 なし 

 

 

農業委員会事務局 

１ 指摘事項 なし 

２ 所  見 

(１) 農地情報システムの整備については，国・県の動向に注意し，適正なシステムの構築に努 
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められたい。 

３ 注意事項 

(１) 次の事項が見受けられるので，留意されたい。 

ア 収受文書において 

(ア) 収受印がない。 

(イ) 収受番号の記載がない。 

イ 決裁文書において 

(ア) 決裁方式が適正でない。 

(イ) 回議書に記載不備がある。 

ウ 臨時職員等関係書において 

(ア) 記載不備がある。 

エ 契約において 

(ア) 随意契約の根拠を明記していない。 

(イ) 契約書の内容に記載不備がある。 

 

 


